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令和５年度第４回協働支援会議 

令和６年２月５日（月）午後２時から 

オンライン会議 

 

出席者：藤井委員、関口委員、平野委員、田中委員、佐藤委員、伊藤委員、大柳委員 

事務局：地域コミュニティ課長、西堀係長、植木主任、仁部主事 

 

藤井座長 それでは、時間になりましたので、第４回協働支援会議をただいまから始め

ます。議事に先立ちまして定足数の確認をいたします。本日、先ほど地域コミュニティ課

長からお話があったのですが、宮端委員が今日はお休みとご連絡をいただいているようで

す。 

定足数は過半数を超えておりますので、これをもって会議が成立いたしました。 

初めに、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

地域コミュニティ課長 本日も皆様、よろしくお願いいたします。 

まず、私のほうから資料の確認をさせていただきます。事前にお送りをしております資

料ですけれども、資料の１から資料５。こちらは同じファイルに通しページが入ってござ

います。そして、それとは別に別冊の募集要項ということで、これは毎年出しているもの

ですけれども、令和６年度の募集要項の案ということで資料を送らせていただいておりま

す。 

資料 1は、「令和６年度一般事業助成の募集要項（案）主な修正内容について」。 

そして、資料２が、「一般事業助成助成団体決定までの流れについて」。 

そして、資料３が、「令和６年度一般事業助成のスケジュール」。 

そして、資料４－１が、「協働事業進捗状況総括表」と、それから資料４－２が「調査結

果一覧表簡易版」。 

最後資料５は、「令和６年度協働支援会議開催予定（案）」。 

別ファイルで令和６年度の募集要項と合わせたものが資料になります。 

以上となってございます。 

藤井座長、よろしくお願いします。 

藤井座長 皆さん、資料はお手元にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、これから議事に入ります。議事録作成のために、いつもどおりですが、ご発
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言の前にお名前をお願いいたします。 

それでは、議題１、令和６年度一般事業助成募集要項の確定について、事務局から説明

をお願いいたします。 

事務局 それでは、令和６年度一般事業助成の募集要項につきまして、修正点等を資料

に沿って説明させていただきます。 

初めに、資料１「一般事業助成募集要項の主な修正内容について」をご覧ください。こ

ちらは前回の会議で皆様にご協議いただきました内容を踏まえまして修正を行った主だっ

たところを列挙しております。 

各項目の説明に入らせていただきます。資料１と、別冊の資料、募集要項を併せてご覧

いただければと思います。 

今回、主に新型コロナウイルス感染症関係の文言の修正。また、広報関係の文言の追加。

あと、申請に必要な書類の追加を主に修正しております。 

初めに、新型コロナウイルス感染症関連の文言修正について、ご説明いたします。修正

内容としては、資料１の１番目、新型コロナウイルス感染症対策経費の文言修正及び２番

目、新型コロナウイルス感染症関連の文章の削除です。該当ページは複数あるので今回省

略をしますが、募集要項において修正を行ったページを資料１のほうに記載しております

ので、併せてご覧いただければと思います。 

初めに、新型コロナウイルス感染症対策経費の文言修正についてですが、これまで一般

事業助成ではコロナ禍での事業実施において、感染症対策をすることは不可欠であったこ

とから、令和３年度の募集以降、コロナ感染症対策経費としまして上限額２万円、助成率

１０分の１０分で設定をしてきました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和５年の５月８日から５類

感染症となりまして、法律に基づき行政が様々な要請、関与してくる仕組みから個人の選

択を尊重する。自由な取り組みをベースにした対応にするといったものに変わっておりま

す。 

一方で、マスクの着用ですとか、消毒といった基本的な感染対策は有効とされておりま

して、またコロナ以外でもインフルエンザなどの感染症の防止対策を行うことは、事業を

進めていく上で引き続き重要であると区のほうでは考えています。 

そのため、助成率等についてはそのままとしまして、新型コロナウイルスに限らずイベ

ント実施時の感染症対策経費として計上できるよう名称の変更を行おうと考えており、「新
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型コロナウイルス感染症対策経費」から「感染症等対策経費」へ名称を変更しようと考え

ています。 

２番目の新型コロナウイルス感染症関連の文章の削除ですが、これまで令和２年度は採

択の中止、令和３年度は、プレゼンテーションをオンラインで実施するといったコロナの

影響で、採択でしたり事業の実施でしたり、そういったものが予定どおりできない場合が

あるということを、事前に申請団体に周知しておく目的でこれらの記載をしておりました

が、５類感染症となったことを受けまして、一律に削除を行おうと考えています。 

続いて、３番目の広報関係の文言の追加について、概要を説明いたします。募集要項で

すと、該当ページは６ページになります。一般事業助成は、団体による単独事業という位

置づけになっていますが、区の助成金を活用した事業であることから、区ではイベントの

実施に当たって、集客に向けての広報の支援といったものを行っております。今回の修正

点としては、「区公式ＳＮＳ等による情報発信ができる」という文章を追加しようと考えて

います。 

これまでも広報紙でイベントの周知や、出張所、図書館といった区の施設でのチラシや

ポスターの設置。あとはホームページの掲載とともに、公式ＳＮＳでの情報発信を行って

いたのですが、募集要項には記載をしておらず、採択後に団体に直接お伝えしていたとい

う状況でした。 

近年ＳＮＳでの情報発信の効果は非常に高く、あえて記載をしない理由もないので、今

回追加をしようと考えました。 

続いて、４番目の申請に必要な書類の追加について、ご説明いたします。募集要項の該

当ページは１２ページと１９ページです。 

申請に必要な書類一覧の修正内容としましては、募集要項１２ページ。申請に必要な書

類一覧に、⑬事業計画にかかわる根拠資料等と経費の見積書（調査及び統計資料等）を追

加しました。 

この追加を行う理由としましては、募集要項の助成事業の計画書の説明の中で、「アンケ

ートや統計資料などの根拠資料を提出すること」といった記載をしていたり、収支予算書

の見積もりの金額を確認する中で根拠資料を出してもらっていたりなど、現在も申請資料

と併せて根拠資料を提出してもらっている状況です。 

しかしながら、募集要項の申請に必要な書類一覧に根拠資料を出すようにという記載を

しっかりしていなかったので、初回の申請時に根拠資料の提出がされないことが何度かあ
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りました。そのため、団体に追加資料の提出をお願いさせていただいたりと、そういった

二度手間が発生している状況でした。 

その改善策としまして、明確に書類一覧に記載することで、申請団体にとってもわかり

やすく、また書類不備が減って、申請時の手続の手間が軽減できるのではないかと考えま

して今回追加を行いました。 

それと併せまして、募集要項の収支予算の説明しているページにおいても、「収支予算に

関わる経費の見積書等根拠となる資料があるものは提出してください」という文章を追加

しまして、より丁寧な説明ができるよう改善を図りました。 

最後になりますが、⑭の確認書の書き方見本の追加です。該当ページとしては、募集要

項の２３ページになります。確認書とは申請団体と協働支援会議の委員の皆さんとの間に

直接利害関係があるかどうか。これについて確認する書類なのですけれども、これまで募

集要項の中では、申請に必要な書類の一覧には記載をしていながら、書き方の見本といっ

たものを省略していたのですが、今回はわかりやすくする、書類不備を防ぐという観点か

ら、書き方見本を追加しました。 

その他令和５年を令和６年にするといった時点の修正や、事業計画書の記載欄にデータ

の出典等の根拠を書くこと。アンケートの調査数と回答数を記載することといった細かい

文章の追加や文言整理を行っております。 

事務局からの説明は以上となります。ご質問、ご意見等ございましたらよろしくお願い

します。 

藤井座長 どうもご説明ありがとうございます。委員の皆様から何か質問や不明な点、

あるいはご意見がございましたらどうぞお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

今の事務局の説明では、令和６年度の一般事業助成の募集要項の修正点について、幾つ

かありました。一つは、新型コロナウイルス関係の文言の修正、削除です。そして、二つ

目が、広報関係の文章の追加。３点目が、申請に必要な書類の追加などであったわけです

が、いかがでしょうか、質問、ご意見がございましたらどうぞお願いいたします。 

募集要項で複数ページにわたるのですが、資料の中でわかりやすく明示してもらってい

る。いかがですか。 

もしないようでしたら、議事の進行をさせていただきますが、いかがでしょうか。よろ

しいですか。 

それでは、議題の２、令和６年度一般事業助成募集スケジュールについて、事務局から



 5 

説明をお願いいたします。 

事務局 続きまして、令和６年度一般事業助成の募集のスケジュールについて、ご説明

いたします。資料２「一般事業助成 助成団体決定までの流れについて」、資料３「令和６

年度一般事業助成スケジュール」をご覧ください。 

まず、一般事業助成ですが、３月２５日の週の２日間、申請書の記載方法などを説明す

る募集説明会を行います。説明会は、これまで参加していただいた団体から、オンライン

会議のほうが参加しやすいという声をいただいておりますので、今年度もオンラインで実

施したいと考えております。 

また、各日とも説明会を行う前に講演会を行いまして、講演会では申請に関するポイン

トを、実際に評価を行っていただく協働支援会議の委員からのお話をいただいております。

今回は、関口委員と伊藤委員に講演をお願いする予定でございます。両委員、よろしくお

願いします。 

講演に当たりましては、広報紙、ホームページ、区公式ＳＮＳ、登録ＮＰＯへのメール

などを活用しまして、一般事業助成の申請を考えている団体にぜひ参加いただけるよう周

知をしていきたいと思います。 

４月からは、４月１日から４月１２日までの期間に事前相談、申請の受付を行います。

この期間に申請団体とやり取りをさせていただきまして、申請する事業についての相談、

より効果的な事業になるようにご提案させていただいたり、申請書の書き方、あとは不備

の補正、こういったものをしていく期間となります。 

申請期間の終了後、事務局のほうで申請書類をまとめた申請書類ファイルを作成しまし

て、４月１８日木曜日に委員の皆様に送付させていただきたいと思います。 

委員の皆様は、ファイルが到着しましたら事前に内容の確認と、申請書類の評価の実施

をお願いします。 

資料２の６番、一次評価の評価票の提出ですが、これは令和６年度からの取り組みにな

りますが、一次評価の評価票を事前提出に変更するため、４月３０日火曜日までに一次評

価の採点をしていただきまして、事務局までメールで評価票を提出するようによろしくお

願いします。 

一次評価の評価票を事前提出にする理由としましては、前回の協働支援会議でもご説明

したとおり、今年度の募集において、申請団体が例年よりも多かったというのもあるので

すが、協働支援会議の会議当日に申請事業の協議と評価を一斉に行ったため、集計まで時
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間がかなりかかってしまったといったことから、少しでも効率的に会議を進められるよう

に方法を検討させていただきました。 

資料２、次のページをご覧ください。５月に入ってからは、５月７日火曜日に第１回協

働支援会議を開催しまして一次評価、書類評価を行います。一次評価では、事務局から申

請事業についての説明を行い、それについて委員の皆様で協議を行っていただきます。 

協議の終了後、事前に提出いただいた評価票の点数の修正を行うかどうか確認をさせて

いただきまして、修正を反映した集計結果を公表するという流れで進行していきます。一

次評価で生じる疑問点については、事務局のほうで取りまとめを行いまして、プレゼンテ

ーションを行う団体に事前に送付しますので、二次評価で直接団体から回答、または質疑

にて確認をして、二次評価での採点に反映をするようにお願いします。 

その後、５月２８日火曜日に第２回協働支援会議を実施しまして、プレゼンテーション

による二次評価を実施します。プレゼンテーションの終了後、一次評価と二次評価の合計

点をお示しさせていただき、皆様で助成団体の評価を協議していただきます。 

その結果を受けまして、最終的に区が助成団体を決定するというスケジュールになりま

す。 

なお、第２回の協働支援会議については、一次評価を通過する団体数に応じて、開始時

間、終了時間に変更が出る場合がございますので、あらかじめご了承をお願いします。 

事務局からの説明は以上となります。よろしくお願いします。 

藤井座長 今事務局から、令和６年度の一般事業助成の募集スケジュールについての説

明、資料２、３に合わせて説明いただきました。委員の皆様から何か質問やご不明な点、

あるいはご意見がございましたらどうぞお願いいたします。いかがでしょうか。 

いかがでしょうか。令和６年度から新しく入った、これまでと違う手続、変更点なども

ありましたが、いかがでしょうか。 

事務局の説明のポイントを整理して言いますと、３月２５日の週に事前説明会、講演会

２回開催すると。ここでは関口委員と伊藤委員にご担当いただくようにお願いしていると

いうことですが、ご足労をお願いすることになりますが、よろしくお願いしたいと思いま

すが。 

そして、４月１日から１２日に申請受付期間が設けられている。そして、４月１８日に

申請書類のファイルが我々に送られますので、それぞれ各委員は申請事業の評価をまず行

っていただく。４月３０日までに採点をして、評価票を事務局までメールでご提出いただ
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きまして、５月７日に書類評価。５月２８日にプレゼンテーション評価を実施して６年度

の助成団体を決定すると、こういうことになっております。 

いかがですか。 

地域コミュニティ課長 事務局です。 

藤井座長 では、地域コミュニティ課長、お願いします。 

地域コミュニティ課長 先ほど事務局からも説明があったとおり、前回の支援会議でも

お諮りした変更点でございますけれども、今年度は評価票を事前提出することなく、一次

評価ということでさせていただいたところですが、今回応募者団体もかなりあって、事務

局の手間取りもあって非常に時間がかかってしまい、委員の皆様にもご迷惑をおかけして

しまったということもございましたので、こういった事前に提出していただくというご提

案をさせていただいたところでございます。 

藤井座長 資料２の６番目の項目で、一次評価評価票の事前提出について。令和６年度

からの取り組みになるということですね。その場で集計までやるとかなり時間がかかって、

今回応募団体も多いということで、効率的な会議運営ということでこのような変更になっ

たということです。このことについて、我々もまた話し合ったわけですが、いかがですか、

皆さん。よろしいですか。 

伊藤委員、何かありますか。よろしいですか。 

よろしいでしょうか。伊藤委員と関口委員、講演をよろしくお願いいたします。 

それでは、続いて議事を進行させていただいてよろしいでしょうか。それでは、議題３、

協働事業進捗状況調査結果のご報告についてとなっています。事務局から説明をお願いい

たします。 

事務局 資料４に基づきまして、今年度行いました協働事業進捗状況調査の結果につい

て、ご報告させていただきます。 

こちらは毎年実施しているもので、全庁的に行われている協働の取り組みについて、そ

の内容と進捗状況を調査するものとなってございます。昨年度より調査の基準日を年度単

位に変更しましたため、今年度は令和４年４月から令和５年３月までの協働の取り組みを

対象としております。昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症の影響によって中止や延

期となった事業についても報告の対象としております。 

それでは、資料４－１、協働事業進捗状況総括の１、集計結果をご覧ください。今年度

協働事業の総事業数は、２５３事業となりました。昨年度の調査では２５５事業でしたの
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で、総事業数は２事業の減となりました。令和４年度は五つの事業が廃止となり、三つの

事業が追加となりました。終了の理由としては、事業の見直しを行って事業終了が決定し

たもの。あと事業の手法を変更しまして、協働事業ではなくなったもの。こういった理由

から廃止となった報告がございました。 

続いて、協働の形態ですが、事業協力が１１６事業と最も多くなってございます。この

事業協力における区の役割の内容としましては、連携の支援の仕組みづくり、広報などの

ＰＲ面での協力。会議室・作業場所の提供、機材の貸し出し、こういったものが挙げられ

ました。 

次に、相手方の選定方法ですが、こちらはその他が最も多くなっておりまして、その他

の内訳ですが、区の要綱での規定や、契約による業者指定などが報告としてありました。

また、公募やプロポーザルなど公開された形での相手方の選定方法が、全体の３割近くを

占めている状況となってございます。 

その他、部署別の件数、年度ごとの件数の推移を載せております。件数が多いので調査

の内容を全て紹介することはできないのですが、本日は令和４年度の調査で追加となった

事業を紹介させていただきます。 

資料４－２、協働事業進捗状況調査一覧表の簡易版をご覧ください。一つ目は、資料４

－２。資料で言うと８ページになります。ナンバー３２の危機管理課の歌舞伎町安全・安

心対策事業助成です。この事業の内容としましては、歌舞伎町地区において、若者や女性

を対象として、健全育成や性犯罪の防止など、安全・安心なまちづくりに寄与する活動を

自主的に実施する場合、その活動に係る経費の一部を助成する。こういった制度となって

おります。 

新宿区以外の自治体に生活基盤を持っている、または行政に対する不信感から行政によ

る保護を嫌がる。また、区の取り組みだけでは支援が行き届かない。こういった実態があ

り、歌舞伎町地区での支援活動の実績があるＮＰＯですとか、そういった団体と連携して

効果的で継続的な支援ができるように始まった制度です。 

二つ目は、資料の２０ページ。ナンバーで言うと１９０。道路課のバリアフリーの道づ

くりという事業です。こちらは高齢者や障がい者など誰もが安全・安心して通行しやすい

歩行環境を整備するために、「新宿区移動等円滑化促進方針」に基づき選定した区道につい

て、高齢者や障がい者など当事者の参加による意見交換などを行いまして、道路のバリア

フリー化を図る事業です。 
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こちらは協働のきっかけとしましては、令和３年１１月に「新宿区移動等円滑化促進方

針」を制定したことをきっかけに、町会・自治会や地域団体、商店会などとの協働が始ま

ったという報告がありました。 

三つ目は、資料で言うと２３ページ、ナンバー２５０番。学校運営課の伊那市農産物提

供事業です。こちらの協働のきっかけとしましては、新宿区の友好連携都市である長野県

伊那市との交流事業の一環として始まったところです。 

事業の内容としましては、長野県伊那市の新鮮な農産物を子どもたちが食べることで、

学校給食の充実と食育の推進を図る。こういった目的の事業で、ＪＡ上伊那と連携しまし

てお米だったり、野菜だったり、果物などの農産物を区立の学校全校に配送しまして、学

校給食で活用するという事業です。こちらは食育の推進だけでなく、子どもたちが友好連

携都市である伊那市を身近に感じて、両区市の交流を深めることを目的ともしています。 

その他資料の４－２には、本日紹介した事業以外も載っておりますので、後ほどご覧い

ただければと思います。また、写真等を載せている調査結果は、容量が大きくて送付がで

きなかったので、区のホームページでも公開しておりますので、お時間がありましたらご

確認いただければと思います。 

今年度の協働事業進捗状況調査の結果については、報告は以上でございます。 

藤井座長 ただいま、事務局から協働事業進捗状況調査結果について、報告いただきま

したが、委員の皆様から何かご質問、不明な点、あるいはご意見がございましたらどうぞ

お願いいたします。 

資料では２５３の事業について、それぞれ項目について、詳細な報告をいただいている

わけですが、今回、今口答で説明していただいたのは、令和４年度から追加となった事業

について紹介いただいたわけです。これ以外にも何か質問やご意見がございましたらどう

ぞ。 

いかがでしょうか。２５３あるのですね。それぞれについて、資料のところでは協働連

携の効果や課題についても、一つ一つ説明いただいているわけですが、関口委員、お願い

します。 

関口委員 関口です。全てを詳しく見られていないので、もしかしたら記載があるかも

しれないのですけれども、我々の手を離れて公民連携のほうでやっていただいている。あ

ちらのほうの事業というのは、こちら今まとめていただいたものに含まれているのですか

ね。それとも何か別枠という感じなのでしょうか。 
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事務局 事務局です。別枠という形で集計させていただきました。 

藤井座長 別枠ということなのですが。 

関口委員 ありがとうございます。ということは、それはまたどこかの機会でというこ

とですかね。別に、もう手を離れているのであれなのですけれども、半分は我々の協働事

業提案制度から発展していったものなので、行方は気になるところではあるのですが、私

も記憶が定かではないのですけれども、少し前に１回ご報告はいただいているとは思うの

ですけれども、よろしければだから年に何回もご報告をいただくのも恐縮なので、例えば

今後はこのいつも年度末の会議でご報告いただいているこの機会に、公民連携のほうも併

せてご報告いただくと、二度手間にならなくていいかなというか、お互い忘れずにいいか

なという気もしたので、ちょっとご検討いただければと思います。 

地域コミュニティ課長 関口委員、どうもありがとうございます。この会議の場でも関

口委員のほうから、何度か発展的に移行した民間提案制度といいますか、官民連携の取り

組みと併せて、今後のあり方を考えていったらいいのではないかというようなお話もいた

だいています。 

今回、うちの進捗状況ということで取りまとめをさせていただいたのですが、行政管理

課とどういう整理をするのかということを念頭に、次回以降。少なくとも併せて向こうの

結果については、ご説明をさせていただきたいと思いますし、またそれぞれバラバラでや

るとわかりにくさも中にはありますので、その辺はどうするのかというようなことも含め

ながら、連携しながらやっていきたいと思います。どうもありがとうございます。 

藤井座長 よろしいですか、関口委員。その方向で行政管理課との調整をしながら項目

について、フォルムをある程度共有化して報告機会をいただけると伺いました。では、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

伊藤委員、どうぞ。 

伊藤委員 伊藤です。今ご報告がありましたのが、令和４年４月から５年の３月まで。

それは置いておいて、実施されているといいますか、もうそろそろ終わりに近づくのです

けれども、今私たちが選択した一般事業助成の事業がどのような状況になって終わりそう

なのか、そこをちょっと知りたいと思いました。 

藤井座長 この点、いかがでしょうか。 

事務局 事務局です。各助成事業の進捗状況というところですが、まず、「あそびと文化

のＮＰＯ新宿子ども劇場」につきましては、直近で２回目の講演会が終了した状態にあり
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まして、学校や学童で実施するイベントも予定どおり順調に進んでいる状況でございます。 

続いて、「Ｆｉｒｓｔ Ｓｔｅｐ」のひきこもりの講演会事業ですが、定員１００名が見

事に埋まりまして、予定どおり講演会と翌日の無料相談会を実施していただきました。今

後この講演会につきましては、映像の配信をしていくというような予定で伺っておりまし

て、今その作業をやっていらっしゃるということで団体のほうから伺ってございます。 

続いて、「シャプラニール＝市民による海外協力の会」につきましては、全４回の連続講

座ということで、最後の講座を２月１７日に予定をしていまして、こちらはワークショッ

プによって外国籍住民の方と交流をしていくような講演会の内容を企画されております。

こちらの事業につきましても、各回の人数については、当初の予定をおおむね達成してい

るというような状況でございます。 

続きまして、四つ目です。「チーム・フランポネ」なのですが、こちらはＳ－１グランプ

リということで、漫才の国際交流の大会を２月２４日の土曜日に予定しております。現在

漫才の作成講座に取り組んでいただいておりまして、順調に実施をしていると報告を受け

ています。２月２４日のグランプリについてのチラシができ上がってきていますので、周

知を開始しまして、ＳＮＳでもお知らせを配信させていただく予定でございます。 

最後に「えがおさんさん」につきましては、秋まつりを１１月２５日に開催されました。

こちらにつきましてもおおむね当初予定した人数の参加が得られているところでございま

して、現在欠席された方ですとか、ご参加いただけなかった方に向けて、当日の映像を作

成して配信をしている。そのような状況にございます。 

現在の助成事業の進捗状況につきましては、以上となってございます。 

伊藤委員 ありがとうございます。それと活動のほうはおおむねということで、あとは

経費のほうを、目を向けておけば、年度うまく終わるのではないかなと思いますのでお願

いいたします。ありがとうございました。 

藤井座長 前回もご報告いただきました。ほかに何かご質問、ご意見ありますでしょう

か。 

いかがでしょうか。もしなければ、次の議題４に議事を進めてまいりますが、よろしい

でしょうか。 

それでは、議題４、その他になりますね。その他、事務局のほうでございますか。 

事務局 では、来年度の協働支援会議の開催予定について、お話しできればと思います。

資料５、令和６年度協働支援会議開催予定（案）をご覧ください。 
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第１回、第２回の開催日については、大変申し訳ないのですが、会議室の都合等がござ

いましたので、事務局のほうで決めさせていただきました。 

それで、第３回、第４回については、委員の皆様のご都合のよい日程で開催できればと

考えてございます。先日メールを送らせていただいておりますので、お手数をおかけしま

すが、未回答の方は後日で構いませんので、回答をよろしくお願いします。 

それでは、開催回ごとにご協議いただく内容について、概要を説明させていただきます。 

第１回は、５月７日火曜日に開催いたします。主な議題としては、年度初めということ

で座長・座長代行の選任等の手続と、一般事業助成の一次評価、書類評価を予定しており

ます。 

第２回は、５月２８日。火曜日に開催をいたします。主な議題としては、一般事業助成

のプレゼンテーションを実施します。第２回の時間については、一次の通過団体数で前後

しますので、こちらご承知おきください。 

第３回の協働支援会議は、１１月の中旬ごろに開催予定をしております。この時期に開

催する理由としましては、助成事業の採択が６月なので、採択後、大体半年が経過したタ

イミング。委員の皆様に採択事業の実施状況についての中間報告ができればと考えており、

この時期に予定しています。 

また、一次評価や二次評価を行う中で生じた課題等をご協議いただきまして、翌年度の

募集要項に反映させる。あと助成団体の採択の進め方を修正する。そういった対応ができ

る場にしていけばと考えています。 

第４回は２月に予定をしております。第３回でご協議いただいた内容を踏まえて、修正

した募集要項を確認していただき、次年度の募集要項を確定して、４月からの新規の募集

に挑むというスケジュールでございます。 

第５回は予備回として設けておりますので、別途協議が必要な議題が出てきた際には、

改めて日程等を調整させていただければと考えております。 

会議の開催方法ですが、第１回、第２回は対面形式での実施。後半の１１月と２月はオ

ンライン形式での実施ができればと考えております。 

以上です。 

藤井座長 今その他の議題でスケジュールです。令和６年度の協働支援会議のスケジュ

ールについての開催予定（案）をお示しいただきました。もう先般からお骨折りをいただ

いているところなのですが、第１回、第２回は対面。第３回から第５回。第５回は予備回
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ということですが、オンラインでと開催方法がお示しいただいております。 

５月７日が第１回、第２回が５月２８日。この第２回はプレゼンテーション評価があっ

て、１３時３０分から１７時までと予定されています。第３回、第４回、第５回はオンラ

インということですが、皆様から何かご質問、不明な点、あるいはご意見がございました

ら、どうぞお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

大柳委員、お願いします。 

大柳委員 先ほど一般事業助成の実施状況の報告というのを口答でやったのですけれど

も、なかなかあれだけ事業をやると、口答でやっているとどういう進捗かというのがわか

らないので、これ、第３回で実施状況の報告をやっているのですよね。であれば、４回に

も同じような形で、選んだ年の事業がどんな進捗になっているのかというのも、委員に情

報共有しておくというのも重要かなと思うので、選ぶだけではなく、そういった選んだ事

業はどういうふうに反映されているのかというのも確認すべきだと思うので、ここにも入

れてもいいのではないかなと思っていたのでちょっと発言させていただきました。 

藤井座長 ありがとうございます。これ、いかがですか、事務局。 

事務局 第３回目で中間報告の時点ですので、やはり第４回目で年度末どうなったのか

というのをきちんとご報告させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 

藤井座長 そうですね。そうしたら大柳委員のほうから、ありがとうございます。 

ほかはいかがでしょうか。まだ日程がご不明なところもあろうかと思うので、これから、

来年度に向けて調整をしていただけるということ。お骨折りですが、よろしくお願いしま

す。 

いかがでしょうか。スケジュール（案）。よろしいでしょうか。このままやっていってい

ただけるということですね。 

それでは、次になければと思っていますが、司会進行で議題としてはもうこれで上がっ

ているのは終わりなのですが、今年度、今日が最後の協働支援会議ということになってい

ます。１年間振り返りで委員の皆様から、ご感想や何かご意見などが何かおありかと思い

ますのでぜひお伺いしたいと思っています。いかがでしょうか、それぞれの委員の皆様に

一言振り返りと感想と来年度に向けた何か方向性を言っていただければと思います。 

いかがでしょうか。それでは、こちらからご指名させていただいてよろしいでしょうか。

全員にお話、感想を言っていただきたいと思います。まず佐藤委員、いかがですか。 

佐藤委員 １年間ありがとうございました。私、やはり今回ここの場は初めてなので、
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こういった行政側の公共のところというのもまた初めてだったので、もう粛々と進行され

ていくのだなというところと、あとは今回初めてだったので、あまり何か意見とかスムー

ズに伝えられなかったり、迷って言わなかったりしたこととか、ちょっと後出しになって

しまったこととかがあってご迷惑かけたのかななんて思っております。 

次の一回りのときは、少しでもまたお役に立てればななんて思っております。こうやっ

てもう一度最後のところで一つお伺いしたいというか、結局今回のこともオンラインで、

募集説明会のほうです。オンラインで、コロナは明けましたけれども、オンラインでやり

ますというところに関して、生協だと結構高齢者の方が参加したりするので、オンライン

だけでは困ると言って、何かネットができない人たちを切り捨てるのかということを言わ

れるので、そういったことはやっぱり新宿区の区のほうにはないのですか。というところ

をちょっと疑問に思いながら、何かでお話しできたらいいのかななんて思いました。 

本当にありがとうございました。来年度はもう少しお役に立てるようにと思います。あ

りがとうございます。 

藤井座長 今、佐藤委員からお話があった点ですね。いかがですか、その点について。

すぐにというふうに何かお答えいただけるかどうかわからないですが、事務局としてどう

受けとめられたかということをお伺いしたいと思います。 

事務局 色々なご意見はあると思うのですけれども、私が担当になってからちょうどコ

ロナの期間だったというところで、なかなか会場に集めてというのができない、というと

ころでオンラインを中心で動いています。 

あとは参加していただいた団体からは、団体への助成というところもあるので、団体の

メンバーは、誰かはできるという部分もあったりとか、あとは皆さん、わざわざ区役所ま

で行ってというのも、やっぱり時間や手間がかかるという意見もあったりするので、オン

ラインを中心にというふうに考えておりました。 

ですので、今年も参加いただいた団体さんにも、オンラインと会場とどちらが良いです

かというのは聞いてみまして、「やっぱり会場でもやってほしい」という声がありましたら、

検討させていただいて、オンラインと会場でやるという形でできるかなとは思っています。

参加される方の意見を聞いて、どうするかを決めていこうと思っています。ご意見ありが

とうございました。 

佐藤委員 ありがとうございます。 

藤井座長 そうですね。今回、これからも参加される団体の方のご意見とか、そういう
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のがあれば柔軟に対応も考えられるということですね。どうもありがとうございます。 

それでは、田中委員、いかがでしょうか。 

田中委員 田中です。私も１年目、今年度が初めてなのですが、思っていたよりも皆さ

ん、空気がよかったといいますか、私は思ったよりは自由に発言できたかなとは思ってい

ます。来年度も今年度の経験を生かして、皆さん方のために少しでもなれればいいかなと

は思っています。ありがとうございました。 

藤井座長 ありがとうございました。何か会議運営について、ご要望とかご意見とかあ

ったらどうぞ忌憚なく言ってください。 

田中委員 特段ご意見はなく、本当に空気感がよかったので何でも言いやすく。事務方

の方も、もちろん座長含めて皆さん方の運営に特段ご意見はなくて、非常に楽しくやらせ

ていただきました。自分自身も、区の行政がこう進むのかというので勉強になりましたし、

来年度はもっと皆さん方の力になれるようになりたいなと思います。 

藤井座長 よろしくお願いします。ありがとうございます。 

それでは、平野委員、お願いします。 

平野委員 平野です。助成申請が、質がだんだん変わってきているなということで、深

くなってきて、そこからまた知見を得るということで、横方面に広がっているのだなとい

うことが、最近この委員会でよく見えて来たと思います。 

今後説明会だとか開かれるというときに、どこまで広報して広げていくと、また新しい

社会課題を把握できるのかなということに対して非常に期待しているところがありますの

で、今後も区の広報に、皆様方に横に広げていただければなと思うところでございます。 

今年度はどうもありがとうございました。また、次年度もよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

藤井座長 ありがとうございます。それでは、伊藤委員、いかがでしょうか。 

伊藤委員 伊藤ですけれども、１０何年やっていてマンネリに陥っていた部分もあると

思うのですが、今回いろいろ募集要項ですとか、それから評価において、新しい意見が出

てきて、それが取り入れられてきたという。新しい目で見られる方が入ってこられて、そ

れが気づきといいますか。私たちがやってきたことを、そのまま行くのではなくて、何か

そこに問題点といいますか、改善点を見出してくれたことが一番すばらしいことだと思い

ます。 

以上でございます。 
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藤井座長 ありがとうございます。それでは、大柳委員、お願いします。 

大柳委員 皆さん、１年間本当にありがとうございました。私は、事務局とちょっとか

ぶっている部分がありながら、なかなか言いづらい部分はあったと思うのですが、先ほど

もあったように選んだ団体がどういう成果を出したのかというのを、フィードバックでき

るような仕組みというのはすごく重要だなと、ここの部長になったときから思っていて、

ただ決定しました、はい、お願いしますだけではなくて、どういう成果を出したのかとい

うことだとか、その団体もやっていく中で、こういった課題があったのではないかという

のをフィードバックしてもらうということもすごく重要だなと思ったので、年度途中の報

告、年度末の報告と申し上げましたけれども、そんなのもちょっと教えてもらうと、今後

のこの事業の発展にもつながっていくのかなと思ったところです。 

紙ではなくても、別にオンラインというところを活用するのであれば、実際に選ばれた

団体の人にここの画面に出て来てもらったっていいわけなので、そんなことをちょっとや

ると、さらにこの事業がいいのかなと。我々も、ここをもうちょっと見ておけばよかった

のかななんていう、我々の反省にもつながると思うので、その辺もやると来年度以降いい

のかなというふうに思ったところです。 

あとは、皆さんに非常に貴重な意見をいろいろと言っていただいて、我々もすごく参考

になって本当にありがたかったと思っています。１年間本当にありがとうございました。 

藤井座長 どうも、こちらこそありがとうございます。それでは、関口委員、お願いし

ます。 

関口委員 ありがとうございました。私も毎回この新宿区の委員会、楽しみにしている

のですけれども、私も伊藤委員ではないですけれども、大分マンネリではないですけれど

も、もう１０年近くやらせていただいているので、ボチボチ後任を探さなければなという

気もしているのですが。 

その後任という話では直接関係ないのですけれども、最近やっぱり今年度、こども基本

法が施行されたりとか、あと若者の意見参画とか。子ども家庭庁もできて、そこら辺必死

にやっているというところもあって、最近私、自団体ももちろん政策提言とはまたテーマ

としては若干外れるのですけれども、子どもや若者の市民活動とか、まちづくりとかをど

うやったら応援できるかというところも、一つの論点として取り組んでおりまして、新宿

区もこれまでどちらかというとあまり高校生とかの取り組みは少なかったと思います。大

学は早稲田もあるし、大学生による取り組みというのはあったと思うのですけれども。 
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私もこの１０年を振り返って、あまり中高生の取り組みの支援とかというのは、この会

議で話題になってこなかったような気が。もしかしたら別の会議体でそういった議論はさ

れているのかもしれないのですけれども、２００万という予算枠の中でどこまでそういっ

た子ども、若者の取り組みに支援できるかというのはあるのですが、ほかの自治体だと最

近この会議でも紹介したかわからないのですけれども、子どもファンドとかがあって、子

どもたちのプロジェクトを子どもたちが審査して、例えば助成するというような、すごく

主体的な取り組みを進めたりしたり、若者の社会参画の一環として若者の議会だとか、ユ

ースカウンシルというような。そういった若者をどうやって新宿の自治に参加してもらう

かというのを、我々の会議の守備範囲からは少し外れてしまうかもしれないのですけれど

も、自分も反省点として、あまり新宿区に住む高校生とか中学生とか、地元ではないので、

私も。あまりフォローできていなかったなというのが反省点で、来年度も委員をやらせて

いただくとすれば、少しそういった子ども、若者の参画、例えばこの会議に高校生とかが

いてもいいではないですか、委員として。なので、何かそういったことも考えていきたい

なと思っております。本当に１年間ありがとうございました。 

藤井座長 どうもありがとうございました。以上、委員各位のお話を伺いまして、私、

最後に前の主役でお回しして、最後にということではないのですが、本当に私自身はもう

私も５年近くなるのでしょうか。この委員を務めさせていただいておりますが、私の場合

はもうむしろ毎回、毎回ゼロに更新されていまして、いつもこの会議では緊張しながら、

もう本当につたない会議運営で、皆様にも、場合によってはあるいは事務局にもご迷惑を

かけるときもあったのではないかと思っています。 

今各委員からお話がありましたように、やっぱりこの新宿区の協働支援会議というのは、

全国の自治体の取り組みとしては、本当に早い段階から取り組まれて、これまで長いそう

した中で実績が、新宿の中で協働ということについて。自治体側はもちろんそうですし、

区民・市民の中でも定着して、これからまた今後の展開が期待されているところがすごく

あるのだろうと実感しております。 

それだけに先ほど予算が２００万円というお話がありましたが、大変大きな責任と責務

と役割を担っているのだなということをいつも認識しております。また、今回もそうです

が、最近は新宿区固有の地域実情に基づいた課題を担って活動されている団体にアウトリ

ーチしているところもあるのだろうかと思い、一層その役割の大切さをかみしめておりま

す。 
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本当に忌憚のない闊達な委員間のやり取りが、こうして事務局の皆さんの本当に前向き

な、ポジティブなご対応でそれが反映されていると。そういう意味では本当に更新されて

くるのだろうということも、今回の来年度から取り組まれる新しい取り組みにも反映され

ていたということも実感として思っております。 

これからも本当に闊達な議論と話し合い。そして、それを次にスパイラルアップしてい

く、そういう会議体でぜひありたいと思っていますので、先ほど大柳委員からもＰＤＣＡ

を。本当に形ある形でやるということは、とても大切だなと。本来そういうことは、私か

ら言わなければいけなかったかなと思いながら、かみしめております。 

本当にどうもありがとうございます。 

では、事務連絡ですか。よろしくお願いします。 

地域コミュニティ課長 皆様、本当にありがとうございました。 

私のほうから最後に事務連絡ということで、次回は、もう令和６年度になりますけれど

も、第１回目の協働支援会議。５月７日火曜日午前１０時から開催をさせていただく予定

でございます。これは一次評価ということで、対面形式で開催を予定してございまして、

区役所の本庁舎６階の第２委員会室、こちらにお集まり、ご参集いただきたいと思います。 

一次評価につきましては、事前に４月１８日に応募があった申請書について、取りまと

めをして郵送をさせていただきたいと思っています。内容を確認して、事前評価をいただ

いた上で、４月３０日までに評価票をメールでご提出いただきたいと思ってございます。

また、近くなりましたら色々こちらからご案内、資料の送付をさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

私からの事務連絡は以上でございます。藤井座長、よろしくお願いします。 

藤井座長 それでは、本日は以上となります。４時までの会議時間ですが、時間に余裕

を持って終えることができます。 

それでは、本日以上となります。皆様、ありがとうございました。 

事務局 ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


